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令和２年度地下水の水質測定計画の考え方 

 

１ 水質測定計画の位置付けについて 

（１）目的 

千葉県の地下水の水質を常時監視するために必要な事項を定めることを目的

としている。 

（２）法的根拠 

水質測定計画は、水質汚濁防止法第１６条第１項の規定により、都道府県知事

が作成するものとされており、同条第２項により、測定計画には県等が行う水質

の測定について、測定すべき事項、測定の地点及び方法等の事項を定めるものと

されている。 

（３）計画の作成方法について 

水質汚濁防止法第２１条第１項の規定により、地下水の水質の汚濁の防止に 

関する重要事項について、千葉県環境審議会は、知事の諮問に応じて、調査審議

することができるとされており、千葉県では、水質測定計画について、毎年諮問

し、答申を踏まえて作成することとしている。 

 

２ 実施期間 

令和２年４月から令和３年３月まで 

  

３ 測定機関 

千葉県、水質汚濁防止法政令市（千葉市、船橋市、柏市、市川市、松戸市 

及び市原市） 

 

４ 調査区分 

（１）概況調査 

地下水質の概況を把握する調査で、次の２種類を行う。  

①定点観測 

地下水の水質の経年的変化を把握するため、毎年同一地点を調査。 

②移動観測 

県内をメッシュに区分し、全てのメッシュを概ね１０年で一巡する調査。 

（２）継続監視調査 

これまでに、汚染が確認された箇所を継続的に監視する調査。  

なお、以下の場合は対象としない（市町村が要望した場合は除く）。  

・ 重金属類について、過去を含め、周辺に当該物質を使用してい

る事業場等が確認できない場合 

・ 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素について、農業系の汚染由来だと

推定される場合 
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（３）その他調査（要監視項目調査） 

要監視項目を対象に地下水の概況を把握する調査。  

 

５ 測定概要 

（１）測定地点数 

①  概況調査    １８６地点 

・定点観測     １９地点 

・移動観測    １６７地点 

②  継続監視調査   １３１地点 

③その他調査（要監視項目調査）  ５３地点 

（２）測定項目 

①概況調査 

 地下水の水質汚濁に係る環境基準項目（２８項目）  

②継続監視調査 

 環境基準項目のうちこれまでに汚染が確認された項目  

③その他調査（要監視項目調査） 

 要監視項目（２４項目） 

 

６ 測定結果の送付及び公表等 

  政令市は、この水質測定計画に基づき実施した測定結果を県に送付するものとし、

県はこれらの測定結果を取りまとめの上公表する。 

 

７ その他 

  本計画に定めのない事項については、各測定機関が協議の上定めるものとする。 
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（参考）昨年度計画との変更点 

 千葉県及び政令市がそれぞれ計画する地下水の水質測定方針を反映し作成した、 

令和２年度水質測定計画（案）の、昨年度との変更点は、以下のとおりである。 

 

（１）概況調査に係る変更点 

測定機関 変更内容 変更理由 
記載 

箇所※ 

市川市 
【地点数（移動観測）】 

９地点 ⇒ １０地点 

５年で一巡する調査のうち、当該 

年度の調査予定地点数。 
P.34 

松戸市 
【地点数（移動観測）】 

１３地点 ⇒ １２地点 

５年で一巡する調査のうち、当該 

年度の調査予定地点数。 
P.34 

千葉県、千葉市、船橋市、柏市、市原市において変更はない。 

 

（２）継続監視調査に係る変更点 

測定機関 変更内容 変更理由 

記載 

箇所
※ 

千葉県 

【地点の減少】 

揮発性有機化合物：２地点 

砒素：１地点 

【地点数】 

３９地点 ⇒ ３６地点 

揮発性有機化合物で２地点（習志野
市、野田市）、砒素で１地点（九十九
里町）の継続監視地点が３年以上連
続して環境基準を満たしており、昨

年度末に実施した周辺井戸調査で
周囲の井戸は全て基準値未満であ
ったことなどから、継続監視調査を
終了するため。 

P.34 

船橋市 

【地点の追加】 

揮発性有機化合物：１地点 

【地点数】 

３６地点 ⇒ ３７地点 

概況調査において新たな汚染井戸

が発見された為。 
P.34 

市川市 

【地点の追加】 

揮発性有機化合物：１地点 

【地点数】 

３地点 ⇒ ４地点 

概況調査において新たな汚染井戸

が発見された為。 
P.34 

松戸市 

【地点の減少】 

揮発性有機化合物：１地点 

【地点数】 

９地点 ⇒ ８地点 

揮発性有機化合物（１地点）が２年

連続して環境基準を満たしており、

周辺井戸調査で周囲の井戸は全て

基準値未満であったことから、継続

監視調査を終了するため。 

P.34 

千葉市、柏市、市原市において変更はない。 
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（３）その他調査（要監視項目調査）に係る変更点 

測定機関 変更内容 変更理由 
記載 

箇所※ 

市川市 
【地点数】 

９地点 ⇒ １０地点 

５年で一巡する調査のうち、当該 

年度の調査予定地点数。 
P.34 

松戸市 
【地点数】 

１５地点 ⇒ １４地点 

５年で一巡する調査のうち、当該 

年度の調査予定地点数。 
P.34 

千葉県、千葉市、船橋市、柏市、市原市においては、地点数に変更はない。 

※記載箇所は資料１－１のページを示す。 


